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　平素より皆様には、当社の事業活動につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し
上げます。
　わが国では、東日本大震災以降のエネルギー事情の変化を受けて、電力の安定供給と地球温暖化対
策の両立が求められています。かかる状況の中、再生可能エネルギーについては、平成 26（2014）
年 4月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、「温室効果ガスを排出せず、国内で生産できる
ことから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源で
ある」と評価されています。
　再生可能エネルギーの中でも、特に地熱発電については、天候に左右されず年間を通じて安定した
電気を供給することが可能であることから、エネルギー基本計画において「世界第 3位の地熱資源量
を誇る我が国では、発電コストも低く、安定的に発電を行うことが可能なベースロード電源を担うエ
ネルギー源」と位置づけられ、その開発促進が求められています。
　当社の鬼首地熱発電所は、昭和 50（1975）年に営業運転を開始し、以来すでに 40年以上の間、
電力の安定供給に貢献してきました。この長期の運転実績および最新の知見より、鬼首地熱発電所の
地下には今後も長期にわたり利用できる豊富な地熱資源が賦存していることが確認されています。し
かしながら、長きに亘る運転の結果、設備の経年劣化は著しく、今後も安定した電気を需要家に供給
していくためには、地熱発電設備の高経年化対策が必要な状況となっています。さらに、平成22（2010）
年に発生した噴気災害により、坑井設備が損壊しました。同噴気災害は今般、噴気口の閉塞工事完了
を以って収束に至ったものの、現状では大幅に出力が低下しています。これらの理由により再び安定
的且つ十分な出力での運転を行うためには、地熱発電設備の更新が必要な状況となっています。
　このような背景のもと、当社は、自然条件によらず安定的な運用が可能な純国産の再生可能エネル
ギーを今後も永く有効に活用し、引き続きわが国における電力の安定供給と地球温暖化対策に貢献し
ていく観点から、設備設計の最適化を
行った上で、鬼首地熱発電所の設備更
新を計画しました。
　なお、既設発電所の廃止は平成 29
（2017）年度、設備更新後の運転開始
は平成 35（2023）年度を予定してい
ます。
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①地中深くにある地熱貯留層から生産井とよばれる井戸で地熱流体を採取（二相流体：橙色）し、気
水分離器で蒸気と熱水に分離し、その蒸気を用いて蒸気タービンを駆動（蒸気：赤色）させて発電
を行います。

②蒸気タービンを駆動した蒸気は、復水器で凝縮されて水になり冷却水として循環使用（水：青色）
します。

③蒸気中に含まれるガスを抽出し、冷却塔から排出（ガス：黄色）します。
④冷却塔から一部冷却水を排出し、気水分離器で分離した熱水と併せ、還元井とよばれる井戸で再び
地中深く戻されます（熱水：黄緑色）。

現　状

将　来

注：　　　内数値は月数を示します。
　　1.12 月～ 3月のうち約 3か月は休工期間となります。
　　2. 既設発電所の廃止後 6か月程度の準備期間をおいて、保安上・設備管理上の観点から 10か月程度の既設設備撤去を行い、工事

着工前に既設設備撤去は完了予定です。

月項目

発電設備工事
　基礎工事
　建物建築工事

坑井設備工事
　樹木の伐採、敷地造成工事
　生産井及び還元井掘削工事

発電設備据付工事及び
取水設備工事

輸送管据付工事及び
付帯機器据付工事

試運転
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　環境影響評価とは、環境に影響を及ぼすおそれがある事業について、その事業の着工前に、環境の
現状を調査し、事業の環境への影響を予測及び評価して、その結果に基づき適正な環境配慮について
検討を行うものです。
　今回の環境影響評価方法書は、環境影響評価を行うために必要な対象事業の概要、対象事業実施区域
周辺の状況及び環境影響評価を行う項目並びに調査、予測及び評価の手法について記載したものです。

　環境影響評価を行う項目は、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選
定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の
項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針
並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（平成 10年、通商産業省令第 54号）
（以下、「発電所アセス省令」という。）に基づき、対象事業の特性と対象事業実施区域及びその周
辺の地域特性を踏まえ、右表のとおり選定しました。

対象事業に係る環境影響評価の項目

　発電所の建設工事や運転によって、環境の変化が予想される環境要素について、既存する文献
調査及び現地調査により現況を把握したのち、どの程度影響があるかを予測し、環境保全に対し
て配慮すべき事項を検討します。

調査・予測の手法

　調査及び予測の結果を踏まえ、環境影響が実行可能な範囲内で回避又は低減されているか、環
境保全についての配慮が適正になされているかを検討、評価します。
　また、国や自治体によって、環境基準や環境保全上の規制基準等の環境保全施策が示されてい
る場合には、それらとの整合が図られているかを検討、評価します。

評価の手法

　大気環境、水環境、土壌及び地盤、地形及び地質、動植物、生態系、景観、人と自然との触れ
合いの活動の場及び一般環境中の空間放射線量率の状況について、既存の文献等を参考に概況を
調査しました。

　人口及び産業、土地利用、河川等の利用、交通、学校・病院・住宅等の配置、下水道の整備及
び廃棄物の状況について、既存の文献等を参考に概況を調査しました。
　また、環境保全を目的とした法令等による指定地域、規制基準についても内容を調査しました。

対象事業実施区域及びその周囲の概況

● 自然的状況

● 社会的状況
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注：1.　 　　は、「発電所アセス省令」の定める地熱発電所の参考項目であることを示します。
　　2.「○」は、参考項目のうち、環境影響評価の項目として選定する項目であることを示します。
　　3.「◎」は、環境影響評価の項目の検討を行い、追加選定する項目であることを示します。
　　4.「※」は、冷却塔から排出される硫化水素による植生への影響及び冷却塔から排出される蒸気による樹木への着氷影響を含みます。
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環境影響評価の手続き

経　緯

環境影響評価方法書の縦覧について

参　考

　法律に基づく環境影響評価の手続きは以下の通りです。今回の「環境影響評価方法書」の縦覧は、
太枠の段階のものです。
　今後、皆様のご意見をお聞きした上で、調査の結果を踏まえ、予測及び評価を行い、その結果を「環
境影響評価準備書」として作成、縦覧し、法律に基づく審査を経て、「環境影響評価書」として取りま
とめることになります。

平成 28年 6月　計画段階環境配慮書の送付
平成 29年 2月　環境影響評価方法書の届出・送付

　環境保全の見地からご意見をお持ちの方は縦覧場所据付の意見箱に投函していただくか、平成 29年
3月 23日 ( 木 )［当日消印有効］までに意見書を電源開発株式会社　立地・環境部　環境室へお寄せ
ください。

電源開発株式会社　立地・環境部  環境室 電源開発株式会社　鬼首地熱発電所  鳴子事務所
〒 104-8165　東京都中央区銀座 6 - 15 - 1
TEL：03-3546-2211　 FAX：03-3546-6120

〒989-6802　宮城県大崎市鳴子温泉字末沢西16-10
TEL：0229-82-2141　 FAX：0229-82-2144

環境影響評価方法書に関するお問い合わせ先

電源開発株式会社　鬼首地熱発電所　鳴子事務所では、縦覧期間終了後の平成 29年 3月 23日（木）までご覧いただけます。
当社ホームページでもご覧になれます。(http://www.jpower.co.jp)

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

古紙パルプ配合率 80％再生紙を使用 ベジタブルオイルインキ

縦覧期間 縦覧時間 備　考縦　覧　場　所

平成 29年
2月 8日（水）

～

3 月 9日（木）

午前 9時

～

午後 5時
電源開発株式会社　鬼首地熱発電所　鳴子事務所

宮城県庁、大崎市役所、
鳴子総合支所は

土曜日、日曜日、祝日は
除きます。

宮城県庁　環境生活部　環境対策課
大崎市役所　東庁舎　市政情報センター
大崎市　鳴子総合支所　市民の部屋

国 事業者 住民・地方自治体

意見概要・見解
とりまとめ

環境影響評価準備書

環境影響評価書

事業の実施

現況調査・予測・評価

経済産業大臣

経済産業大臣 公告・縦覧・説明会

住民の皆様のご意見
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送付

送付
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意見書
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意見

環境大臣
県知事・市長

計画段階環境配慮書

環境影響評価方法書 都道府県知事

関係市町村長

審　査

住民の皆様の
ご意見

照会 意見

評価項目等の選定




